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平成２２年4月分

※いの町ホーム
ページにも掲載
しています。 
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後期高齢者医療制度の平成22・23年度の保険料率が決まりました後期高齢者医療制度の平成22・23年度の保険料率が決まりました後期高齢者医療制度の平成22・23年度の保険料率が決まりました

◎ 被保険者均等割額の軽減

◎ 所得割額の軽減

◎ 被用者保険の被扶養者であった方の軽減

　後期高齢者医療制度では保険料率は２年ごとに見直しされます。平成２２年度は見直しの時期に当たりますので、平成２２年度・
２３年度の保険料率が次のとおり改定されました。
　●被保険者均等割額　４８，９３１円　　●所得割率　８．９４％

　保険料は一律に負担していただく「被保険者均等割額」と所得に応じて負担していただく「所得
割額」を合計して被保険者個人ごとに算出します。

※公的年金収入の場合、年金収入額から公的年金等控除額に15万円を加算した額を差し引いた後の額で軽減の判定をします。

（注）同一世帯の中で、被保険者や世帯主の前年中の所得が決定できていない方がいる場合、保険料軽減判定ができませんので、所
得申告をお願いします。

平成２１年度の保険料の軽減措置は、平成２２年度以降も継続されます。

・被保険者本人の総所得金額等の状況により軽減の判定をします。

○一人当たりの保険料の上限は５０万円です。
○総所得金額等とは総所得金額（公的年金等控除などを差し引いた額）と山林所得、土地建物の譲渡所得等の分離課税所
得の合計です。

 ・ 世帯主及び被保険者の総所得金額等の合計額（※）の状況により軽減の判定をします。

 ・ 後期高齢者医療に加入する前日に被用者保険（協会けんぽ・共済組合・船員保険など）の被扶養者（扶養家族）であっ
た方は、被保険者均等割額が９割軽減され、所得割額は賦課されません。

★保険料の計算方法

★保険料の軽減

軽減の割合

軽減の割合

軽減後の均等割額

被保険者の所得

同一世帯内の被保険者と世帯主の総所得金額等の合計額
３３万円以下
被保険者全員が年金収入８０万円以下（その他各種所得なし）の場合

保険料の賦課のもととなる所得金額（総所得金額等から３３万円を引いた額）が５８万円以下
※年金収入のみの場合は収入額が２１１万円以下

３３万円以下
３３万円＋（２４.５万円×世帯主以外の被保険者数）以下

５割（所得割額の1/2相当）

３３万円＋（３５万円×世帯の被保険者数）以下

８.５割
５割
２割

７,３３９円
２４,４６５円
３９,１４４円

４,８９３円９割

＝ ＋年間保険料
（一人当たり）

被保険者均等割額
４８,９３１円

所得割額
（総所得金額等－３３万円）×８.９４％


